
提

出

者

島

�

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

六

号

日
本
郵
政
公
社
民
営
化
の
検
討
と
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

6



日
本
郵
政
公
社
民
営
化
の
検
討
と
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
郵
政
公
社
の
民
営
化
は
、
今
後
の
国
政
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
論
点
で
あ
り
、
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
政
府
の
姿

勢
を
よ
り
明
確
に
質
す
必
要
が
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日
の
総
務
委
員
会
に
お
け
る
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
と
の
質
疑
に
お
い
て
、
総
理
が
中
央
省
庁

等
改
革
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
削
除
を
指
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
。
片
山
総
務
大
臣
か
ら
は
、

「
検
討
を
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
・
・
・
い
ず
れ
し
か
る
べ
き
と
き
に
総
理
に
は
御
報
告
い
た
し
ま
す
。
」
と
の
答
弁
を
得

た
。
そ
の
後
、
総
務
大
臣
は
、
か
か
る
検
討
に
つ
い
て
の
報
告
を
総
理
に
さ
れ
た
の
か
。

二

報
告
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
報
告
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
こ
れ
ま
で
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
何
時
ま
で
に
報
告
さ
れ
る
の

か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

平
成
十
四
年
六
月
四
日
の
総
務
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
中
で
、
黄
川
田
徹
委
員
の
質
問
に
対
し
、
津
野
法
制
局
長
官
よ

り
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
つ
い
て
「
郵
政
三
事
業
に
お
い
て
国
営
の
新
た
な
公
社
を
設
立

一



す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
際
の
方
針
の
一
つ
と
し
て
、
民
営
化
等
の
見
直
し
を
行
う
旨
を
定
め
て
い
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
公
社
化
以
後
の
こ
と
ま
で
も
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
」
と

の
答
弁
が
あ
っ
た
。
「
公
社
化
以
後
の
こ
と
ま
で
も
規
定
し
た
も
の
で
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
は
公
社
化
以
降
、
効
力
を
失
っ
た
も
の
と
し
て
よ
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

仮
に
効
力
を
失
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
将
来
に
お
い
て
、
政
府
が
日
本
郵
政
公
社
を
民
営
化
す
る
法
律
案
を
提
出

す
る
際
に
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
は
削
除
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


